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資料１







（参考）内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務規定

内閣法（昭和22年法律第５号）

第十五条の二 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。
２ 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）第六条第一項に規定する政府行動計画の策
定及び推進に関する事務

二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することと
された新型インフルエンザ等対策本部に関する事務

三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされ
た新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務

四 前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感染症の発生
及びまん延の防止に関するもの（国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。）

★第一号から第三号までの事務以外にも、感染症に係る緊急事態発生時の初動時の対応（政府対策本部を設置するまでの間の対応）や、特措法の適用
対象とならない感染症（一類感染症等）について、国民の生命及び健康の保護と国民生活及び国民経済に及ぼす影響の双方の観点等に鑑みて必要
な場合に統括庁が総合調整を担う。

(参考）内閣官房の所掌事務規定

第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
２ 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 （略）
二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
六～十四 （略）

十五 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき、内閣官房に属させられた事務
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○ 新型インフルエンザ等特別措置法第70条の２に基づき設置される有識者会議。

政府行動計画の作成・変更や、基本的対処方針の作成・変更に際し、意見聴取を行うこととされている。

＜委員＞

保健衛生、社会経済、自治体関係者等を幅広く選任。

＜所掌事務＞

・ 政府行動計画の作成・変更に際し、意見（特措法第６条第５項、第８項）

・ 基本的対処方針の作成・変更に際し、意見（特措法第18条第４項、第５項）

・ 上記のほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは意見（特措法第70条の３第２号）

＜事務局＞

内閣感染症危機管理統括庁

※現在は設置されていないが、厚生労働大臣から新型インフルエンザ等の発生等に関する報告があった際には、新型インフルエンザ等対策本部（全閣僚
で構成、本部長は内閣総理大臣）が設置され、基本的対処方針に基づき、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進等を実施。

推進会議委員一覧

◎五十嵐 隆 国立成育医療研究センター理事長
稲継 裕昭 早稲田大学政治経済学術院教授
大曲 貴夫 国立国際医療研究センター国際感染症センター センター長
釜萢 敏 公益社団法人日本医師会常任理事
河岡 義裕 国立国際医療研究センター国際ウイルス感染症研究センター長

東京大学国際高等研究所新世代感染症センター機構長
東京大学医科学研究所ウイルス感染部門特任教授

工藤 成生 一般社団法人日本経済団体連合会危機管理・社会基盤強化委員会企画部会長
幸本 智彦 東京商工会議所議員
齋藤 智也 国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長
滝澤 美帆 学習院大学経済学部経済学科教授
中山 ひとみ 霞ヶ関総合法律事務所弁護士

奈良 由美子放送大学教養学部教授
平井 伸治 鳥取県知事
前葉 泰幸 津市長
村上 陽子 日本労働組合総連合会副事務局長

○安村 誠司 福島県立医科大学理事兼副学長、医学部教授

◎：議長 ○：議長代理 （五十音順・敬称略）

（参考） 新型インフルエンザ等対策推進会議
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